
|平成問度税制改正に伴う自動車重量税の税額の基本的な考え方(フローチャート)その2I
0平成27年5月1日から平成29年4月30固までに継続検査、中古車の新規登録等を行う場合

エコ力一減免適用

免税
(1回限り)

エコカー減免適用
(本則税率から軽減(1回限り)) 

| 50%軽減 | 
①②のどちらかに該当

エコ力一減免適用なし
エコ力一(本則税率)

※「エコ力一」の欄をご覧下さい

エコ力一減免適用なし
13年未満車

※「右以外」の欄をご覧下さい

エコ力一減免適用なし
13年経過車

※r13年経過」の欄をご覧下さい

エコ力一減免適用なし
18年経過車

※r18年経過」の欄をご覧下さい

①平成26年4月1日から平成29年4月30日

までの聞に新車新規登録等を受けたもの

②平成24年5月1日から平成26年3月31固

までの聞に新車新規登録等を受けたもの
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l 新車新規登録等からiI]・[(:j年経過する自動車の経過年数の考え方(参考.

①登録自動車及び小型二輪車の場合

原則として、初度登録年月(小型二輪車の場合は初度検査年月)から12年11ヶ月以後に自動車検査証の交付等を
受ける場合、 r13年経過』となりますo(租税特別措置法:第九十条の+ーの二、第九十条の+ーの三)

例:平成14年6月に初度登録(小型二輪車の場合は初度検査)を受けた自動車の場合 ト
平成14年6月 | 

起算目 | 

|6月O日初度登録 |
(又は初度検査) I 

平成15年5月
(1年経過する月) ---

E
 

E
 

--
平成26年5月

(12年経過する月)
平成27年5月

(13年経過する月)

平成14年6月に初度登録(又は初度検査)を受けた自動車の適用日は、平成27年5月1日からです。初度登録(小型二輪車の場合は

初度検査)の際に自動車検査証の交付を受けた「日」に関係なく、 当該交付年月から13年経過する月の1日以後に受ける検査から適

用されます。

②検査対象軽自動車(ニ輪を除く)の場合

原則として、初度検査年から13年を経過した年の12月以後に自動車検査証の交付等を受ける場合、 「13年経過Iと
なります。(租税特別措置法施行令:第五十一条の三)

例:平成14年に初度検査を受けた自動車の場合

-
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--
平成27年

(13年経過した年)
平成14年

起算日

6月O日初度検査

平成15年

(1年経過した年)

平成26年
(12年経過した年)

平成14年に初度検査を受けた自動車の適用日は、平成27年12月1日からです。初度検査の際に自動車検査証の交付を受けた「月

日」に関係なく、 当該交付年から13年経過した年の12月1日以後に受ける検査から適用されます。

※ r18年経過」の考え方も同様。
※離島に使用の本拠の位置を有する自動車については、 13年(18年)を経過する月の前月から適用されます。



平成~年5月 1 日からの自動車重量税の税額表 | 

<継続検査等時における自動車重量税の税額>
※2平成26年4月1日から平成29年4月30固までの聞に新車新規登録等時に免税を受けた自動車については、初回継続検査等時に納付すべき税額が免税となります。

※3平成24年5月1日から平成26年3月31固までの聞に新車新規登録等時に免税を受けた自動車については、初回継続検査時に納付すべき税額が50%軽減となります。

ヱコカ-.免適用
(本11唱t・から置量〕

Zコカー歯車免適用
{本則鶴串から睡.l エコカー減免適用

(本111視.から糧援)



| 平成~年5月 1 日からの自動車重量税の税額表

<継続検査等時における自動車重量税税額>
※2平成26年4月1日から平成29年4月30固までの聞に新車新規登録等時に免税を受けた自動車については、初回継続検査等時に納付すべき税額が免税となります。

※3平成24年5月1日から平成26年3月31固までの聞に新車新規登録等時に免税を受けた自動車については、初回継続検査時に納付すべき税額が50%軽減となります。

4.パス、トラッヲ(トラッタは車両総重量Bトンから適用)

ヱコカ一週免適用 エコカー•. 免適用
(本則現率から程調車) (本田111!I1ーから騒減)

5.検査対象軽自動車{ニ輸を除(l

ヱコカ一揖免適用 エコカー'.免適用
{本則観事から腫減) (本田l現皐から軽灘}


